Ｑ１の答え　　×
「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない」ことは、改正前から定められている（改正前第17条）。令和2年度改正では、「個人情報取扱業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により個人情報を利用してはならない」（不適正な利用の禁止）と定められた（改正法第16条の２）。

Q２の答え　　〇
令和2年度改正により、「当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付の方法）により、遅滞なく、当該保有個人データを開示する」ことが定められた（改正法第28条2項）。
また、本人が、個人情報取扱業者に対して、保有個人データの開示を求める場合には、①電子的記録の提供による方法、②書面の交付による方法、③その他当該個人情報取扱業者が定める方法により行うことが可能となった（改正法第28条第1項）。

Q３の答え　　×
[bookmark: _Hlk99402831]改正前は、漏えい等の事案が発生した場合、個人保護委員会に報告するかどうかは努力義務であった。しかし、令和2年改正により、個人情報保護委員会規則で定める事由が発生した場合には、個人情報保護委員会に報告することが義務付けられた。例えば、①要配慮個人情報の漏えい等が発生した場合、②不正アクセスによる漏えい等に伴い財産的損害が発生した場合、③個人データに係る本人の数が1000人を超える漏えい等が発生した場合等が報告義務の対象となる。そのため、個人情報保護委員会に報告する事由としては、一定の件数の漏えい等だけに限られていない（改正法第22条の2第1項及び規則6条の２）。
